
新
聞
掲
載
記
事
よ
り

《 長崎新聞 令和2年2月24日朝刊より 》
※新聞記事のレイアウトを変更しております。

【
質
問
】
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
肺

炎
が
「
指
定
感
染
症
」
に
な
り
ま
し
た
。
詳
し

く
教
え
て
く
だ
さ
い
。

（
46
歳
、
会
社
員
）

指
定
感
染
症

【
回
答
】
感
染
症
の
危
険
度

は
、
感
染
が
広
が
る
強
さ
（
感

染
力
）
と
症
状
の
重
さ
（
病
原

性
）
の
二
つ
で
決
ま
り
ま
す
。

「
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症

の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す

る
法
律
（
感
染
症
法
）」
で
は
、

こ
れ
に
基
づ
く
総
合
的
観
点
か

ら
危
険
度
を
5
段
階
（
1
〜
5

類
）
に
分
類
し
て
い
ま
す
。

1
類
感
染
症
は
危
険
性
が

最
も
高
く
、
入
院
や
消
毒
な
ど

の
措
置
が
義
務
付
け
ら
れ
る
の

に
対
し
、
5
類
は
発
生
状
況
の

把
握
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
分
類

に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
取
る

こ
と
で
、
感
染
症
の
発
生
を
予

防
し
、
ま
ん
延
を
防
止
す
る
規

定
を
定
め
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
分
類
外
の
感
染
症

で
あ
っ
て
も
、
病
原
体
が
突
然

変
異
し
、
国
民
の
生
命
や
健
康

に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。
同
法
で
は
、
こ

の
よ
う
な
感
染
症
を
「
指
定
感

染
症
」
と
し
て
一
定
期
間
、
1

〜
3
類
感
染
症
と
同
様
の
措

置
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
定

め
て
い
ま
す
。
感
染
が
長
引
く

よ
う
で
あ
れ
ば
、
改
め
て
1
〜

5
類
の
い
ず
れ
か
に
振
り
分
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
回
、
中
国
で
発
生
し
た
新

型
肺
炎
は
2
月
1
日
、
政
府
が

指
定
感
染
症
に
す
る
政
令
を
施

行
し
ま
し
た
。
患
者
に
は
、
感

染
症
指
定
医
療
機
関
へ
の
強
制

入
院
や
隔
離
措
置
が
取
ら
れ
ま

す
。
入
院
費
用
は
公
費
負
担
と

な
り
ま
す
。
診
断
し
た
医
療
機

関
に
は
、
保
健
所
や
行
政
へ
の

届
け
出
義
務
が
あ
り
ま
す
。
患

者
へ
の
接
触
者
の
調
査
も
法
的

根
拠
に
基
づ
き
行
わ
れ
ま
す
。

一
方
で
、
急
激
な
感
染
拡
大

に
よ
り
、
指
定
医
療
機
関
に
患

者
が
集
中
し
過
ぎ
て
医
療
機
関

の
負
担
が
大
き
く
な
っ
た
り
、

誤
っ
た
情
報
で
患
者
や
接
触
者

へ
の
人
権
侵
害
問
題
が
起
き
た

り
と
い
っ
た
、
予
期
せ
ぬ
問
題

が
発
生
し
、
社
会
全
体
が
パ

ニ
ッ
ク
に
陥
る
こ
と
が
危
惧
さ

れ
ま
す
。

新
型
肺
炎
は
未
知
な
部
分
が

多
く
、
今
後
ど
の
よ
う
な
展
開

と
な
る
か
不
明
で
す
。
指
定
地

域
に
渡
航
歴
が
あ
る
人
や
患
者

と
接
触
し
た
人
で
、
発
熱
や
咳

な
ど
の
症
状
が
出
た
人
は
、
病

院
を
訪
れ
る
前
に
、
必
ず
電
話

で
保
健
所
や
か
か
り
つ
け
医
に

相
談
し
て
、
適
切
な
検
査
や
治

療
を
受
け
る
よ
う
に
し
て
く
だ

さ
い
。

ま
た
、
厚
生
労
働
省
は
無
料

電
話
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

番
号
は
0
1
2
0
・
5
6
5
6

5
3
、
受
付
時
間
は
土
日
祝
日

を
含
め
午
前
9
時
〜
午
後
9
時

で
す
。

感
染
予
防
に
は
マ
ス
ク
と
う

が
い
、
手
洗
い
が
一
番
で
す
。

風
評
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

政
府
や
医
療
関
係
者
か
ら
の
正

し
い
情
報
に
従
い
行
動
し
て
く

だ
さ
い
。

（
県
医
師
会
）

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

質問をどうぞ この欄では県医師会が医療制度全般の質問
にお答えします。質問希望の方は知りたい

内容を分かりやすくまとめ、〒852－8601、長崎市茂里町3の1、長崎
新聞社生活文化部「医療制度Ｑ＆Ａ」係までお送りください。不明な点
をお聞きする場合がありますので住所、氏名、年齢、性別、電話番号を
明記してください。なお、直接本人への回答はいたしません。

一一
定定
期期
間間
必必
要要
なな
措措
置置
新
型
肺
炎
、

適
切
な
行
動
を
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